
民

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

案

）

 
民

法

（

明

治

二

十

九

年

法

律

第

八

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

七

百

三

十

一

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

婚

姻

適

齢

）

 

第

七

百

三

十

一

条

 

十

八

歳

に

達

し

な

い

者

は

、

婚

姻

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

 

第

七

百

三

十

三

条

第

一

項

中

「

六

箇

月

」

を

「

起

算

し

て

百

日

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

前

か

ら

懐

胎

し

て

い

た

場

合

に

は

」

を

「

日

以

後

に

出

産

し

た

と

き

は

」

に

改

め

る

。

 

第

七

百

四

十

六

条

中

「

六

箇

月

」

を

「

起

算

し

て

百

日

」

に

改

め

る

。

 

第

七

百

四

十

九

条

中

「

第

七

百

九

十

条

第

一

項

た

だ

し

書

」

を

「

第

七

百

九

十

条

第

一

項

（

括

弧

書

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

」

に

改

め

る

。

 

第

七

百

五

十

条

中

「

夫

又

は

妻

の

氏

」

を

「

夫

若

し

く

は

妻

の

氏

を

称

し

、

又

は

各

自

の

婚

姻

前

の

氏

」

に

改

め

る

。

 

第

七

百

九

十

条

第

一

項

中

「

、

父

母

の

氏

」

の

下

に

「

（

子

の

出

生

前

に

父

母

が

離

婚

し

た

と

き

は

、

離

婚

の

際

に

お

け

る

父

母

の

氏

）

又

は

そ

の

出

生

の

際

に

父

母

の

協

議

で

定

め

る

父

若

し

く

は

母

の

氏

」

を

加

え

、

同

項

た

だ

し

書

を

削

り

、

同

条

 
 

一



 

二

第

二

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

一

項

の

次

に

次

の

三

項

を

加

え

る

。

 
２

 
前

項

の

協

議

が

調

わ

な

い

と

き

、

又

は

協

議

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

（

次

項

及

び

第

四

項

の

場

合

を

除

く

。

）

は

、

家

庭

裁

判

所

は

、

父

又

は

母

の

請

求

に

よ

り

、

協

議

に

代

わ

る

審

判

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

子

が

称

す

る

氏

を

父

母

の

協

議

で

定

め

る

場

合

に

お

い

て

、

父

母

の

一

方

が

、

死

亡

し

、

又

は

そ

の

意

思

を

表

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

子

は

、

他

の

一

方

が

定

め

る

父

又

は

母

の

氏

を

称

す

る

。

 

４

 

子

が

称

す

る

氏

を

父

母

の

協

議

で

定

め

る

場

合

に

お

い

て

、

父

母

の

双

方

が

、

死

亡

し

、

又

は

そ

の

意

思

を

表

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

家

庭

裁

判

所

は

、

子

の

親

族

そ

の

他

の

利

害

関

係

人

の

請

求

に

よ

り

、

父

又

は

母

の

氏

を

子

が

称

す

る

氏

と

し

て

定

め

る

。

 

第

七

百

九

十

一

条

第

二

項

中

「

父

母

の

氏

」

の

下

に

「

又

は

そ

の

父

若

し

く

は

母

の

氏

」

を

加

え

、

同

条

第

四

項

中

「

前

三

項

」

を

「

前

各

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

三

項

中

「

前

二

項

」

を

「

前

三

項

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

子

の

出

生

後

に

婚

姻

を

し

た

父

母

が

氏

を

異

に

す

る

夫

婦

で

あ

る

場

合

に

は

、

子

は

、

父

母

の

婚

姻

中

に

限

り

、

第

一

項

の

許

可

を

得

な

い

で

、

戸

籍

法

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

届

け

出

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

父

又

は

母

の

氏

を

称

す

る

こ

と



が

で

き

る

。

た

だ

し

、

父

母

の

婚

姻

後

に

子

が

そ

の

氏

を

改

め

た

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 
第

八

百

十

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

養

子

の

氏

）
 

第

八

百

十

条

 

養

子

は

、

養

親

の

氏

（

氏

を

異

に

す

る

夫

婦

が

と

も

に

養

子

を

す

る

場

合

に

お

い

て

、

養

子

と

な

る

者

が

十

五

歳

以

上

で

あ

る

と

き

は

、

縁

組

の

際

に

養

親

と

な

る

者

と

養

子

と

な

る

者

の

協

議

で

定

め

る

養

親

の

い

ず

れ

か

の

氏

、

養

子

と

な

る

者

が

十

五

歳

未

満

で

あ

る

と

き

は

、

縁

組

の

際

に

養

親

と

な

る

者

の

協

議

で

定

め

る

養

親

の

い

ず

れ

か

の

氏

）

を

称

す

る

。

 

２

 

氏

を

異

に

す

る

夫

婦

の

一

方

が

配

偶

者

の

嫡

出

で

あ

る

子

を

養

子

と

す

る

場

合

に

お

い

て

、

養

子

は

、

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

養

子

と

な

る

者

が

十

五

歳

以

上

で

あ

る

と

き

は

、

縁

組

の

際

に

養

親

と

な

る

者

、

そ

の

配

偶

者

及

び

養

子

と

な

る

者

の

協

議

で

定

め

る

養

親

又

は

そ

の

配

偶

者

の

氏

（

養

親

と

な

る

者

の

配

偶

者

が

そ

の

意

思

を

表

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

養

親

と

な

る

者

と

養

子

と

な

る

者

の

協

議

で

定

め

る

養

親

又

は

そ

の

配

偶

者

の

氏

）

、

養

子

と

な

る

者

が

十

五

歳

未

満

で

あ

る

と

き

は

、

縁

組

の

際

に

養

親

と

な

る

者

と

そ

の

配

偶

者

の

協

議

で

定

め

る

養

親

又

は

そ

の

配

偶

者

の

氏

（

養

親

と

な

る

者

の

配

偶

者

が

そ

の

意

思

を

表

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

養

親

と

な

る

者

が

定

め

る

養

親

又

は

そ

の

配

 
 

三



 

四

偶

者

の

氏

）

を

称

す

る

。

 
３

 
養

子

が

婚

姻

に

よ

っ

て

氏

を

改

め

た

者

で

あ

る

と

き

は

、

婚

姻

の

際

に

定

め

た

氏

を

称

す

べ

き

間

は

、

前

二

項

の

規

定

を

適

用

し

な

い

。
 

第

九

百

条

第

四

号

た

だ

し

書

中

「

、

嫡

出

で

な

い

子

の

相

続

分

は

、

嫡

出

で

あ

る

子

の

相

続

分

の

二

分

の

一

と

し

」

を

削

る

。

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

第

一

条

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

の

原

則

）

 

第

二

条

 

こ

の

法

律

に

よ

る

改

正

後

の

民

法

（

次

条

に

お

い

て

「

新

法

」

と

い

う

。

）

の

規

定

は

、

附

則

第

五

条

の

規

定

に

よ

る

場

合

を

除

き

、

こ

の

法

律

の

施

行

前

に

生

じ

た

事

項

に

も

適

用

す

る

。

た

だ

し

、

こ

の

法

律

に

よ

る

改

正

前

の

民

法

（

同

条

に

お

い

て

「

旧

法

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

生

じ

た

効

力

を

妨

げ

な

い

。

 

（

婚

姻

適

齢

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 

第

三

条

 

こ

の

法

律

の

施

行

の

際

十

六

歳

に

達

し

て

い

る

女

は

、

新

法

第

七

百

三

十

一

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

婚

姻

を

す



る

こ

と

が

で

き

る

。

 
（

夫

婦

の

氏

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 

第

四

条

 

こ

の

法

律

の

施

行

前

に

婚

姻

に

よ

っ

て

氏

を

改

め

た

夫

又

は

妻

は

、

婚

姻

中

に

限

り

、

配

偶

者

と

の

合

意

に

基

づ

き

、

こ

の

法

律

の

施

行

の

日

か

ら

二

年

以

内

に

別

に

法

律

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

届

け

出

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

婚

姻

前

の

氏

に

復

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
 

（

相

続

の

効

力

に

関

す

る

経

過

措

置

）

 

第

五

条

 

こ

の

法

律

の

施

行

前

に

開

始

し

た

相

続

に

関

し

て

は

、

な

お

、

旧

法

の

規

定

を

適

用

す

る

。

 

 
 

五





理

 

由

 
最

近

に

お

け

る

国

民

の

価

値

観

の

多

様

化

及

び

女

性

の

地

位

の

向

上

、

こ

れ

ら

を

反

映

し

た

世

論

の

動

向

等

に

か

ん

が

み

、

婚

姻

制

度

に

関

し

て

は

、

個

人

の

尊

重

と

男

女

の

対

等

な

関

係

の

構

築

の

観

点

か

ら

選

択

的

夫

婦

別

氏

制

の

導

入

並

び

に

婚

姻

適

齢

及

び

再

婚

禁

止

期

間

の

見

直

し

を

行

い

、

相

続

制

度

に

関

し

て

は

、

嫡

出

で

な

い

子

の

権

利

の

保

護

の

観

点

か

ら

嫡

出

で

な

い

子

の

相

続

分

を

嫡

出

で

あ

る

子

の

相

続

分

と

同

一

と

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 

 
 

七


